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学校教育法施行細則の一部改正について（通知） 

このたび、学校教育法施行細則の一部を改正する規則が令和４年３月 29日に公示された

ので、お知らせします。 

 つきましては、今後の事務処理にあたり、遺漏のないよう御留意願います。 

記 

１ 改正内容 

高等学校の広域の通信制の課程の通信教育連携協力施設ごとの定員に係る学則変更認

可申請を行う場合の提出書類及び提出期限を定めるとともに、所要の整備をしたもの。 

 

２ 施行期日 

  令和４年４月１日 
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